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部門・委員会

令和6年度役員選出　　　　　　　　

ＰＴＡ総会 （4月） （オンラインで書面決議実施）

ＰＴＡ歓迎会 （4月）

常任委員会 

「こども１１０番の家」への協力依頼・奥田北っ子サポーターの推進

運動会の設営・運営の協力（5/25）

じゃがいも収穫祭（7/6）

家庭教育学級（11/15） ・ サマーフェスティバル（7/27）

わき愛あいコンサート（10/6）

執行部会 ・ 各委員会 ・ 各種団体活動参加 ・ 県市Ｐ連合会

学級懇談会 

学年親子活動 （企画 ・ 運営 ・ 実施）　 1年(6/9)  2年(11/16） 3年(9/15） 4年(6/29）

交通安全運動への協力（1年）

救命救急講習会（6/28）の企画、運営、プール当番の計画表作成（2,3年）

じゃがいも収穫祭の協力、米作りの協力（稲刈り・脱穀）、PTAまつりの協力

新年度ＰＴＡ役員決め

資源回収 （5/12  ，8/18  ，11/10  ，2/9） のお知らせ作成 ・ 回収作業

校区巡回 、「こども１１０番の家」への協力

運動会の協力（設営・誘導）、じゃがいも収穫祭の協力、「はたちの集い」の協力

ＰＴＡまつりの協力 （ちらしの配付 ・ポスターの掲示）

サマーフェスティバル（ポスター作成 ・ ゲーム企画 、 実施）

「あゆ美」発行　　第175号（7月） 　  第176号（3月）

企画 ・ 取材 ・ 編集作業

ホームページの管理

ベルマーク選別作業・集計作業（5/9、7/12 、9/ 11、12/4 、2/13）

ベルマーク累計点数

　 223.695 点　　(うち令和6年度合計点数　  23.368 点)

ウェブベルマーク累計点数　

   　1847    点　　(うち令和6年度合計点数　171 点)

給食説明会 （6/14）

事業委員会 ＰＴＡまつり （10/19） の企画 ・ 運営 ・ 実施

広報委員会

厚生委員会

令和６年度富山市奥田北小学校　事業活動報告

事業活動内容

執行部

学級委員会

地区委員会

  5年（9/7)  6年(11/24）実施
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令和6年度

収入総額 2,538,773  円

支出総額 1,465,219  円

差引残高 1,072,644  円 （翌年度繰越金）

（単位：円）

収入の部 予算額　（A） 決算額　（B） 増減　（B-A） 摘　　　　要

1,003,330 1,003,330 0

1,522,800 1,535,400 12,600 児童・職員数×月300円×12ヶ月

0 0 0 繰入金なし

4 43 39 銀行利息

合　　計 2,526,134 2,538,773 12,639

支出の部 予算額　（A） 決算額　（B） 増減　（B-A） 摘　　　　要

１　学校運営費 ①印刷費 100,000 99,330 -670 学校要覧

②消耗品費 200,000 194,810 -5,190 職員室印刷機トナー・用紙

③通信費 15,000 20,299 5,299 行事招待ハガキ・切手・送料

④雑費 3,000 1,172 -1,828 振込手数料

２　教育振興費 ①式典費 200,000 156,215 -43,785 入学式・卒業式助成

②児童活動費 220,000 260,449 40,449 校内・校外活動助成（学習発表会・農業体験・スキー教室）

③環境充実費 220,000 156,014 -63,986 衛生・緑化関連・ICT関連

④研修費 30,000 30,540 540 各研究会参加費・教育研究助成・富山教育誌代

988,000 918,829 -69,171

３　PTA運営費 ①消耗品費 20,000 15,544 -4,456 事務用品、インク、ラベルシール

②通信費 10,000 940 -9,060 ハガキ、切手、送料

③慶弔費 20,000 0 -20,000 香典

④積立金 100,000 100,000 0 特別会計へ繰出「創立60周年記念事業費」

⑤研修費 60,000 0 -60,000 PTAブロック会議費負担金

⑥渉外費 15,000 11,000 -4,000 校下行事参加費・祝儀

⑦防犯費 10,000 0 -10,000 交通安全関連

⑧雑費 5,000 655 -4,345 振込手数料

４　PTA活動費 ①執行部費 50,000 30,843 -19,157 執行部主催活動・講演会費

②学級委員会費 90,000 86,955 -3,045 親子活動（各学年15,000円）

③厚生委員会費 10,000 8,632 -1,368 ベルマーク活動費

④広報委員会費 230,000 192,280 -37,720 年２回あゆ美発行

５　負担金 ①県P連等負担金 80,000 66,600 -13,400 市P連絡協議会・県P連合会会費

②教育振興負担金 120,000 111,280 -8,720 県P親子安全会（共済）会費

820,000 624,729 -195,271

６　予備費 ①予備費 718,134 995,215 277,081 翌年度繰越金等

718,134 995,215 277,081

2,526,134 2,538,773 12,639合　　　計　（１）＋（２）+ （３）

小　　　計　（１）

１　前年度繰越金

２　正会員会費

３　事業会計繰入金

４　雑収入

小　　　計　（３）

 富山市立奥田北小学校PTA【一般会計】収支決算書

小　　　計　（２）





役　職 氏　　　　名 地区

会　 長 川瀨　悠 　 5 － 1 Ｄ

副会長 屋敷　昌範 4 － 2 Ａ

副会長 宮田　拓也 5 － 2 Ｄ

副会長 井澤　由依 4 － 2 Ｂ

副会長 須藤　恵子 3 － 3 Ａ

副会長 中井　未知香 3 － 3 Ａ

副会長 太田　百香 4 － 1 Ａ

副会長 和田　瑞穂 5 － 2 Ａ

副会長 川原　健太郎 6 - 2 C

副会長 朝岡　渉 5 - 1 B

副会長 柳本　敏彰 2 - 2 B

副会長 中平　昇吾 5 － 2 Ｄ

副会長 矢崎　美鈴 2 - 1 Ａ

副会長 秋山　亜利紗 4 - 2 Ｂ

副会長 道下　優理 2 - 1 Ｂ

副会長 白石　理恵 2 - 1 Ｄ

副会長 市井　悠貴 4 - 1 Ｄ

書 　記 井澤　紗代 5 － 2 Ｂ

書 　記 古瀬　千佳世 4 - 2 C

会 　計 大原　真里南 3 － 2 Ｂ

会 　計 深川　希奈 3 - 3 Ｂ

監　 事 山根　育美 6 － 1 Ｄ

監　 事 畑中　紘子 3 － 3 Ｄ

顧　 問 松本　啓造

顧 　問 鏑木　輝雄

顧　 問 布市　政孝

顧 　問 奥野　博之

顧　 問 坂本　穣治

顧 　問 土岐　幸次

顧　 問 松田　隆 　

顧 　問 蛯谷　正俊

顧　 問 北野　浩一

顧　 問 高橋　真実

顧　 問 高橋　誠 　

令和7年度　　　　　　　常任委員名簿（案）
学級委員会　学年代表 地区

１学年 藤掛　育子 1 － 1 Ｄ

２学年 水野　紗知 2 － 2 B

３学年 小林　聡恵 3 － 2 Ｄ

４学年 五百旗頭あゆみ 4 － 1 Ｃ

５学年 加藤　志津子 5 － 2 A

６学年 山田　優希 6 － 2 B

専門委員会　委員長 地区

地区Ａ 林　　亜紀 5 － 2 A

地区Ｂ 松井　楓　 3 － 2 Ｂ

地区Ｃ 鏑木　ひとみ 4 － 2 Ｃ

地区Ｄ 下方　由紀子 3 － 1 Ｄ

事　 業 清水　彩香 5 － 2 Ｂ

広 　報 倉又　乃梨子 5 － 1 A

厚 　生 薮田　芳美 3 － 1 B

令和7年度富山市奥田北小学校PTA執行部役員・監事・顧問名簿（案）

連絡児童

連絡児童

連絡児童

－４－



　　　　　　　令和7年度活動スローガン

部門・委員会

ＰＴＡ総会 （オンラインでの書面決議）

「こども１１０番の家」への協力 

常任委員会の運営 ・ 執行部会

執行部 ＰＴＡ歓迎会

家庭教育学級 

学年活動の支援 ・ 各種団体活動参加 ・ 県市Ｐ連合会 ・ サマーフェスティバル

地域防犯活動の協力 ・ 奥田北っ子サポーターの推進

執行部および各委員会業務のサポート

学校行事、地域行事、各委員会への支援、参加

常任委員会

学年親子活動の企画 、運営 、 実施 ・ 新年度ＰＴＡ役員決め

学級懇談会の司会進行 ・ 学年ＰＴＡ体制へ向けての提言 、 推進等

救命救急講習会の企画 、運営

プール当番の計画表作成 、交通安全運動への協力

運動会の協力、米作り協力、じゃがいも収穫祭の協力、PTAまつりの協力

資源回収の実施 （5/11    ，8/17    ，11/9  ，2/8 ） ・ 資源回収のお知らせ作成

校区巡回の実施、地域への広報活動　、運動会の協力

サマーフェスティバルの協力 （ポスターの作成 ・ ゲームの企画 、 実施）

「はたちの集い」協力、じゃがいも植え掘りの協力、「こども１１０番の家」への協力

事業委員会 ＰＴＡまつりの企画 、運営 、 実施

広報誌「あゆ美」の発行

ホームページの管理

各行事の取材を通してＰＴＡ各位へ向けて情報発信

ベルマーク収集 、選別 、集計作業 ・ ウェブベルマークの推進 、集計

ベルマーク便りの発行、推進のため地域への回覧や回収場所の増設運営

給食説明会（６月）の企画、運営

学習参観 （ 4月 ，6 月 ,  11月 ， 2月）

運動会 （ 5 /24 ）

地区委員会

広報委員会

厚生委員会

主な学校行事

令和7年度富山市奥田北小学校PTA　事業活動（案）

ニコニコ笑顔で！

我ら奥田北っ子応援団！

事業活動の主な内容

学級委員会

学習発表会 ・ ＰＴＡまつり

学期に１回を基本とし、あとは必要に応じて開催

サポート委員会

－5－



令和7年度  富山市立奥田北小学校PTA【一般会計・事業会計・特別会計 】予算（案）

【一般会計】 （単位：円）

収入の部 予　算

１　前年度繰越金 1,072,644
２　正会員会費 1,555,200
３　事業会計繰入金 0
４　雑収入 40 利息

合　　　　計 2,627,884

予　算

１　学校運営費 ①印刷費 110,000 学校要覧

②消耗品費 200,000 職員室印刷機トナー・用紙

③通信費 25,000 行事招待ハガキ・切手・送料

④雑費 3,000 振込手数料

２　教育振興費 ①式典費 195,000 卒業式助成

②児童活動費 265,000

③環境充実費 160,000 衛生・緑化関連・ICT関連

④研修費 30,000 各研究会参加費・教育研究助成・富山教育誌代

988,000
３　PTA運営費 ①消耗品費 20,000

②通信費 10,000 ハガキ、切手、送料

③慶弔費 20,000 香典

④積立金 30,000
⑤研修費 25,000 PTAブロック会議費

⑥渉外費 50,000 校下行事参加費・祝儀

⑦防犯費 10,000 交通安全関連

⑧雑費 20,000 振込手数料、シュレッダー

４　PTA活動費 ①執行部費 50,000 執行部会費・講演会費

②学級委員会費 125,000 学年親子活動（各学年20000円,新3年生25000円）

③厚生委員会費 10,000 ベルマーク活動費

④広報委員会費 250,000 年２回あゆ美発行、活動費10,000円

５　負担金 ①県P連等負担金 80,000 市P連絡協議会・県P連合会会費

②保険共済費 120,000 県P親子安全会（共済）会費

820,000
１．予備費 ①予備費 819,884 翌年度繰越金

819,884

2,627,884

 【事業会計】  【特別会計】

収　入　の　部 予  算 予　算

１　前年度繰越金 475,619 １　前年度繰越金 1,219,494

２　ＰＴＡイベント 10,000 ２　預金利息 50
３　資源回収 100,000 ３　事業会計繰入金 0
４　サマーフェスティバル 30,000 ４　一般会計繰入金 30,000
５　かがやき教室報償費 100,000 1,249,544
６　雑収入 0

合　　　計 715,619 予　算

１　60周年記念事業（R11年開催） 0
支　出　の　部 予　算 0

１　歓送迎会費 45,000 0
２　PTAまつり費 60,000
３　スポーツ振興費 60,000
４　一般・特別会計繰出金 0
５　雑費 10,000

小　　　計 175,000
６　予備費 540,619

合　　　計 715,619

2　体育館ワックス負担分（7年毎／R8年）

摘　要

摘　要

支　出　の　部

合　　　計

支出の部

合　　　計　（１）＋（２）＋（３）

収　入　の　部

合　　　計

校内・校外活動助成（学習発表会・農業体験・スキー教
室）

小　　　計　（１）

事務用品、インク、ラベルシール

特別会計へ繰出「創立60周年記念事業費」

小　　　計　（２）

小　　　計　（３）

児童・職員計432名×月300円×12ヶ月



1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

顧問は、会長が委嘱する。

各委員会の委員長の選出は次のように行う。

(1)学級委員会

学年代表は、各学年の学級委員から１名選出する。選出は、原則として 1 年は任期年の総会まで、2 年から 6
年は任期前年の総会までに行う。

顧問（会長経験者、校区選出委員）

役員の選出

会長及び監事は、常任委員会で審議し、総会の承認を得る。

副会長、書記、会計は、会員より選出し、総会の承認を得る。

奥田北小学校に勤務する教職員。

奥田北小学校区に居住し、本会の趣旨に賛同するもの。

本会に次の役員を置くことができる。

常任委員（学年代表、専門委員会各委員長、学校長、教頭）

委員（学級委員、専門委員会各委員等）

富山市立奥田北小学校ＰＴＡ規約

第 １ 章　　　　　総　　　則

第１条

第２条

第３条

本会を奥田北小学校ＰＴＡという。

本会の事務所を奥田北小学校内に置く。

本会は学校と家庭・社会が一体となって児童の幸せと健康の増進、会員相互の研修と親睦をはかり、併せて
校区の民主教育を推進することを目的とする。

第７条

第 ２ 章　　　　　事　　　業

第４条

第 ３ 章　　　　　組　　　織

第５条

第６条

本会は前条の目的を達成するため、意義の事業を行う。

教育の改善に関する研究調査及び助成。

会員相互の研修、教養、文化の向上に関する事業。

体育保健に関する事業。

生活改善、厚生に関する事業。

学校教育および施設の充実に関する企画、協力。

その他、本会の目的達成のために、それぞれの必要に応じて専門委員会を設けることができる。

本会の会員は、次の通りとする。

奥田北小学校に在籍する児童の両親もしくは保護者。

執行部（会長１名、副会長、書記、会計若干名、監事２名以上）
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執行部会は、会長が召集し、随時この会の企画・運営・執行にあたる。

各委員会は会長の承認を経て、委員長がその委員会の事業の執行にあたる。

学級および学年委員会は、当該委員の合議により開き、会長の承認を経て運営にあたる。

総会および各委員会の議事は、出席者の過半数をもって決める。

本会は次の会合をもつ。

総会は年１回、年度当初に会長が召集し、次の事項を決める。また、会長が必要と認めたとき、臨時
総会開くことができる。

常任委員会は、会長が召集し、総会に代わり次の事項を決める。

(1)総会から委任された事項。

(2)事業の協議並びに運営。

(3)役員の選出並びに承認。

(4)その他この会の運営に必要な事項。

(1)事業計画並びに予算・決算の承認。

(2)会長・監事・副会長・書記・会計の承認。

(3)規約の変更。

(4)その他重要事項の協議。

(2)地区委員会

次年度委員長（地区Ａ，地区Ｂ，地区Ｃ，地区Ｄ 各１名）を選出する。選出は原則として任期前年
の総会までに行う。

(3)事業委員会

次年度委員長（１名）を選出する。選出は原則として任期前年の総会までに行う。

(4)広報委員会

第９条

副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その責務を代行し、会長の委嘱に応じてその責務を
遂行する。

書記は、常任委員会の議事録作成他、記録を担当する。

会計は、経理を担当する。

監事は、本会の経理を監査する。

顧問は会の運営について、会長の諮問に応ずる。

常任委員は、常任委員会を構成する。

役員は、この会の協議・運営にあたる。

役員の任期は、満１年とし、再任を妨げない。

次年度委員長（１名）を選出する。選出は原則として任期前年の総会までに行う。

(5)厚生委員会

次年度委員長（１名）を選出する。選出は、原則として任期前年の総会までに行う。

第８条

第 ４ 章　　　　　会　　　合

(6)サポート委員会

委員長は会長が兼務する。

学級委員、専門委員会各委員は、学級あるいは学年ごとに会員より選出する。

役員の責務

会長は、本会を代表し、会務を総理する。



本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

本会の経費は、会費、事業収入及び寄付金をもってこれにあてる。

本会の会計は一般会計、事業会計及び特別会計の３種に区別して処理する。

1 一般会計、事業会計は通常の事業遂行に関する収支を処理する。

2 特別会計は、財政的基礎の安定を図るために設置し、一般会計、事業会計をもって支弁しがたい

資産の収得、特別の事業に係る経費及び偶発的な損失全部、または入り部に支出し処理する。

本会の運営に必要な細則・内規は、常任委員会、執行部会で決める。

昭和４４年　４月

平成　３年　４月

平成　４年　４月

平成　８年　４月

平成　９年　４月

平成１０年　４月

平成１２年　４月

平成１９年　４月

平成２６年　４月
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令和　２年　４月
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令和４年度　富山市立奥田北小学校ＰＴＡ活動 参考組織図
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第１３条

附　　　則

一部改正施行

一部改正施行

一部改正施行

第 ５ 章　　　　　会　　　計

第１０条

第１１条

第１２条

第 ６ 章　　　　　雑　　　則

執行部


